
統
合
型
Ｇ
Ｉ
Ｓ
の
構
築
に
よ
る
行

政
課
題
抽
出
と
政
策
展
開
を

問
Ｇ
Ｉ
Ｓ
を
用
い
た
私
の
精
査

に
よ
る
と
小
学
校
の
過
少
・
過
大

校
問
題
は
少
子
化
が
原
因
で
は
な

い
。
学
校
の
魅
力
や
人
口
の
偏
在

を
踏
ま
え
た
将
来
推
計
に
基
づ
く

議
論
を
。

答
今
後
、
適
正
規
模
に
限
ら
ず

色
々
な
教
育
の
議
論
の
中
で
空
間

情
報
の
有
効
活
用
を
進
め
る
。

問
住
民
主
体
の
防
災
マ
ッ
プ
を

広
め
る
上
で
災
害
情
報
の
デ
ジ
タ

ル
化
は
喫
緊
の
課
題
。
至
急
検
討

と
防
災
訓
練
へ
の
活
用
を
。

答
Ｇ
Ｉ
Ｓ
で
災
害
情
報
を
デ
ー

タ
化
す
る
集
大
成
が
地
域
防
災
マ

ッ
プ
の
作
成
。
作
成
環
境
の
整
備

と
情
報
提
供
を
進
め
、
地
域
の
防

災
力
の
向
上
に
つ
な
げ
る
。

問
所
管
を
超
え
た
情
報
共
有
が

今
後
の
課
題
解
決
の
ポ
イ
ン
ト
。

産
業
、
都
市
整
備
、
交
通
な
ど
が

統
合
し
た
政
策
展
開
へ
利
活
用
を
。

答
具
体
的
か
つ
有
効
な
方
法
を

検
討
す
る
。
ま
た
創
造
的
な
施
策

検
討
の
ツ
ー
ル
と
し
て
活
用
す
る
。

問
区
と
し
て
の
人
口
政
策
に
対

す
る
考
え
と
将
来
像
を
示
せ
。

答
生
産
年
齢
人
口
の
定
住
増
加

を
図
る
。
ま
た
、
地
政
学
的
な
位

置
も
考
慮
し
１０
年
２０
年
後
を
見
据

え
た
ビ
ジ
ョ
ン
を
作
る
。

古
紙
の
違
法
な
持
去
り
防
止
を

問
行
政
回
収
お
よ
び
集
団
回
収

の
１
年
間
の
推
定
被
害
状
況
は
。

答
行
政
回
収
は
１
千
４００
万
円
、

集
団
回
収
は
３
千
７００
万
円
と
試
算

し
て
い
る
。

問
古
紙
の
違
法
な
抜
取
り
に
対

し
罰
則
を
設
け
な
い
こ
と
は
区
民

の
信
頼
を
損
な
う
の
で
は
。

答
罰
則
条
例
を
制
定
し
て
い
る

他
区
状
況
を
調
べ
る
と
、
抜
本
的

な
防
止
に
は
な
ら
な
い
の
が
現
状
。

区
と
し
て
は
パ
ト
ロ
ー
ル
を
強
化

し
抜
き
取
り
行
為
の
抑
止
を
す
る
。

問
罰
則
条
例
を
施
行
し
て
い
る

区
の
数
と
施
行
し
た
理
由
お
よ
び

条
例
化
に
向
け
た
区
の
考
え
方
は
。

答
罰
則
規
定
を
設
け
て
い
る
の

は
１５
区
。
条
例
の
定
め
る
法
的
効

果
を
担
保
す
る
こ
と
が
目
的
。
罰

則
条
例
と
古
紙
問
屋
の
自
主
的
な

取
組
み
の
両
方
が
必
要
で
あ
り
、

古
紙
業
界
自
身
が
抜
き
取
り
古
紙

を
買
い
取
ら
な
い
と
い
う
制
度
が

構
築
さ
れ
、
機
能
し
始
め
た
時
点

で
、
罰
則
規
定
を
盛
り
込
む
予
定
。

問
条
例
と
罰
則
規
定
が
あ
れ
ば

警
察
は
動
く
の
か
。

答
罰
則
条
例
化
と
古
紙
問
屋
の

不
正
な
古
紙
の
買
取
り
排
除
の
条

件
が
整
っ
た
際
に
は
、
警
察
に
協

力
を
お
願
い
す
る
。

区
民
の
防
災
意
識
に
つ
い
て
問
う

問
若
者
の
防
災
リ
ー
ダ
ー
へ
の

登
録
を
推
進
す
べ
き
。
計
画
は
。

答
若
手
の
登
録
は
重
要
と
認
識

し
て
い
る
が
、
計
画
的
に
募
る
の

は
難
し
い
状
況
に
あ
る
。

問
帰
宅
困
難
者
の
一
時
待
機
施

設
は
、
職
員
の
み
で
運
営
す
る
と

し
て
い
る
が
、
地
域
住
民
の
応
援

が
必
要
で
は
。

答
原
則
職
員
で
対
応
し
た
い
が
、

地
域
住
民
の
協
力
に
つ
い
て
研
究

・
検
討
し
て
い
く
。

電
気
料
金
値
上
げ
の
影
響
を
問
う

問
電
気
料
金
値
上
げ
は
区
の
産

業
の
空
洞
化
を
招
く
。
区
と
し
て

値
上
げ
反
対
を
求
め
よ
。
ま
た
、

特
別
区
長
会
に
も
提
案
を
。

答
大
幅
な
値
上
げ
は
区
内
産
業

に
と
っ
て
死
活
問
題
と
認
識
。
区

と
し
て
東
京
電
力
�
に
見
直
し
を

求
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た
、
区
長
会
で
は
総
会
で
意
見

を
調
整
し
、
東
京
電
力
�
に
対
し

て
申
入
れ
を
行
う
予
定
。

旧
保
養
所
の
あ
り
方
を
問
う

問
旧
保
養
所
を
閉
鎖
し
、
売
却

を
検
討
し
て
み
て
は
。

答
２５
年
３
月
３１
日
で
廃
止
を
し

た
い
。
建
物
を
維
持
す
る
だ
け
で

も
費
用
を
要
す
る
た
め
、
売
却
す

る
よ
う
努
め
る
。

待
機
児
対
策
の
充
実
を

問
先
日
、
ベ
ビ
ー
ル
ー
ム
の
運

営
改
善
に
関
す
る
陳
情
が
採
択
さ

れ
た
。
改
善
状
況
は
。

答
家
庭
福
祉
員
に
欠
員
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、
他
の
家
庭
福
祉
員

へ
の
紹
介
や
補
助
員
の
雇
用
、
認

可
保
育
園
へ
の
預
け
替
え
の
措
置

が
と
れ
る
よ
う
要
綱
を
改
正
し
た
。

問
家
庭
福
祉
員
の
働
く
環
境
の

改
善
の
た
め
、
�
ア
レ
ル
ギ
ー
児

の
対
応
、
�
治
癒
証
明
の
無
料
発

行
、
�
年
次
有
給
休
暇
取
得
の
た

め
の
代
替
え
保
育
の
整
備
状
況
は
。

答
�
児
童
の
健
康
状
態
が
記
載

さ
れ
て
い
る
確
認
票
で
お
知
ら
せ

す
る
。
�
２４
年
度
中
に
は
発
行
。

�
区
立
・
私
立
保
育
園
の
一
時
保

育
を
活
用
し
て
も
ら
う
。

区
民
サ
ー
ビ
ス
の
意
識
改
革
を

問
本
庁
舎
の
自
動
交
付
機
の
案

内
板
が
分
か
り
に
く
く
、
案
内
係

の
対
応
も
不
親
切
。
改
善
を
。

答
案
内
係
の
対
応
は
遺
憾
。
早

急
に
改
善
す
る
。
案
内
板
は
分
か

り
や
す
い
も
の
を
作
成
し
設
置
を

し
て
い
く
。

複
数
年
契
約
の
導
入
を

問
単
年
度
契
約
し
て
い
る
庁
舎

清
掃
に
複
数
年
契
約
の
導
入
を
。

答
導
入
の
検
討
は
慎
重
に
行
う
。

板
橋
区
経
営
革
新
計
画
を
問
う

問
事
務
事
業
見
直
し
の
た
め
専

門
家
、
学
識
者
、
企
業
、
区
民
の

代
表
を
含
め
た
公
開
の
場
で
事
業

仕
分
け
の
様
な
会
議
体
の
設
置
を
。

答
改
革
に
は
区
民
の
理
解
と
協

力
が
欠
か
せ
な
い
。
積
極
的
に
情

報
公
開
し
、
区
民
の
意
見
と
議
会

の
議
論
を
踏
ま
え
て
進
め
る
。

事
務
事
業
の
効
率
化
を

問
職
員
住
宅
事
業
の
廃
止
を
。

答
職
員
住
宅
の
必
要
性
は
あ
る
。

問
新
高
齢
者
元
気
リ
フ
レ
ッ
シ

ュ
事
業
は
休
廃
止
で
は
な
く
、
高

齢
者
全
体
の
事
業
の
中
で
見
直
し
、

存
続
を
す
べ
き
で
あ
る
。

答
事
業
の
あ
り
方
を
検
討
中
。

今
後
、
見
直
し
案
を
詰
め
て
い
く
。

問
区
民
一
般
健
康
診
査
の
上
乗

せ
し
て
い
る
検
査
項
目
の
２３
区
の

状
況
を
調
査
し
、
検
討
を
。

答
区
の
検
診
項
目
の
必
要
性
と
、

見
直
し
の
双
方
を
検
討
す
る
。

公
会
計
改
革
を
問
う

問
公
会
計
の
基
本
と
な
る
固
定

資
産
台
帳
の
達
成
率
の
状
況
は
。

答
用
地
と
施
設
の
９
千
６００
件
を

母
数
と
し
て
６.３
％
程
度
の
進
捗
率
。

問
複
式
簿
記
・
発
生
主
義
の
会

計
制
度
の
確
立
の
た
め
会
計
管
理

室
の
充
実
を
。

答
２４
年
度
中
に
は
他
区
の
導
入

シ
ス
テ
ム
、
経
費
お
よ
び
職
員
配

置
を
調
査
し
、
具
体
的
な
検
討
を

し
て
い
く
。

公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
問
う

問
板
橋
区
公
共
施
設
跡
地
活
用

方
針
に
は
売
却
や
貸
付
に
よ
り
財

源
確
保
と
あ
る
。
実
績
は
。

答
方
針
に
基
づ
く
売
却
の
実
績

は
な
い
。
高
島
平
温
水
プ
ー
ル
の

改
修
時
に
、
旧
職
員
住
宅
を
建
設

事
務
所
と
し
て
貸
し
付
け
た
。

旧
板
橋
三
小
跡
地
の
利
用
を

問
旧
板
橋
三
小
の
跡
地
を
利
用

し
て
周
辺
の
木
造
住
宅
密
集
地
域

の
解
消
を
。

答
防
災
性
の
向
上
と
い
う
視
点

か
ら
今
後
早
期
に
方
向
性
を
示
す
。

備
蓄
品
の
ア
レ
ル
ギ
ー
対
策
を

問
ミ
ル
ク
し
か
飲
め
な
い
赤
ち

ゃ
ん
の
た
め
、
区
で
ア
レ
ル
ギ
ー

対
応
ミ
ル
ク
の
備
蓄
を
。

答
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
ミ
ル
ク
の

取
扱
い
店
舗
が
少
な
い
た
め
、
店

舗
の
体
制
な
ど
の
課
題
を
調
査
し
、

備
蓄
の
可
能
性
を
検
討
す
る
。

避
難
所
の
機
能
に
つ
い
て
調
査
を

問
指
定
避
難
所
は
実
際
に
災
害

時
に
避
難
所
と
し
て
の
機
能
を
果

た
せ
る
の
か
。
調
査
の
実
施
を
。

答
危
機
管
理
室
と
連
携
し
て
、

避
難
所
と
し
て
の
機
能
に
つ
い
て

方
策
を
検
討
す
る
。

発
達
障
害
児
・
者
の
支
援
強
化
を

問
相
談
を
受
け
た
後
に
、
関
係

機
関
が
集
ま
り
必
要
な
支
援
を
検

討
す
る
個
別
支
援
会
議
の
実
施
を
。

答
相
談
支
援
事
業
は
、
支
援
関

係
者
が
相
談
し
て
適
正
な
支
援
計

画
に
結
び
付
け
る
内
容
に
す
る
。

発
達
障
害
認
定
証
の
発
行
を

問
発
達
障
害
を
持
つ
方
々
の
困

難
を
把
握
す
る
た
め
、
区
独
自
で

発
達
障
害
認
定
証
の
発
行
を
。

答
認
定
基
準
な
ど
の
問
題
も
あ

る
た
め
、
今
後
研
究
・
検
討
す
る
。

「
環
境
の
板
橋
」
と
し
て
挑
戦
を

問
区
と
し
て
、
自
然
エ
ネ
ル
ギ

ー
や
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関

し
て
、
企
業
を
リ
ー
ド
し
て
い
く

役
割
を
果
た
す
べ
き
。

答
２３
年
度
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
関
連
企
業
の
全
件
調
査
を
実

施
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
今
後
の

支
援
拡
充
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

放
射
能
対
応
の
窓
口
設
置
を

問
区
民
に
分
か
り
や
す
い
原
発

放
射
能
対
応
の
窓
口
を
設
置
し
て
、

区
民
の
疑
問
や
不
安
に
答
え
ら
れ

る
よ
う
に
し
て
は
。

答
現
場
を
抱
え
、
最
も
状
況
に

精
通
し
、
情
報
も
多
く
有
し
て
い

る
各
所
管
部
課
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役

割
を
担
う
現
在
の
体
制
が
妥
当
と

考
え
る
。

区
の
介
護
保
険
事
業
を
問
う

問
要
介
護
度
４
、
５
の
家
族
を

抱
え
る
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
生

活
実
態
に
思
い
を
巡
ら
し
、
家
族

に
対
す
る
手
当
な
ど
の
施
策
を
。

答
将
来
に
わ
た
っ
て
継
続
的
な

財
政
負
担
増
と
な
る
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
り
、
慎
重
な
対
応
と
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
。

職
員
に
災
害
時
の
危
機
意
識
を

問
区
職
員
の
非
常
食
は
職
員
自

身
が
備
蓄
し
て
お
く
べ
き
で
は
。

答
一
義
的
に
は
職
員
自
身
が
備

蓄
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、

多
様
な
備
蓄
の
あ
り
方
も
あ
わ
せ

て
検
討
し
、
体
制
を
と
っ
て
い
く
。

住
宅
の
耐
震
化
促
進
を

問
木
造
住
宅
耐
震
診
断
と
耐
震

補
強
工
事
の
見
積
り
の
同
時
提
出

は
、
い
つ
頃
か
ら
実
施
す
る
の
か
。

答
２４
年
度
中
に
１
日
で
も
早
く

実
施
す
る
。

防
災
対
策
の
充
実
を

問
区
民
の
要
請
に
応
じ
た
、
臨

機
応
変
な
避
難
所
の
開
設
を
。

答
避
難
所
担
当
の
全
職
員
に
鍵

を
携
帯
さ
せ
、
迅
速
に
開
設
す
る
。

問
文
化
会
館
を
避
難
所
に
位
置

付
け
る
な
ど
、
避
難
所
の
増
設
を
。

答
学
校
以
外
の
施
設
も
避
難
所

に
す
る
よ
う
に
拡
充
を
検
討
す
る
。

問
保
育
園
や
小
中
学
校
の
子
ど

も
の
た
め
に
備
蓄
品
の
充
実
を
。

答
保
育
園
で
は
３
日
分
の
水
と

食
料
の
備
蓄
を
進
め
る
。
学
校
に

つ
い
て
は
検
討
す
る
。

中
小
企
業
振
興
公
社
を
問
う

問
公
社
に
は
多
数
の
区
職
員
が

派
遣
さ
れ
て
業
務
に
あ
た
る
。
そ

の
人
件
費
は
区
が
負
担
す
る
。
民

間
に
で
き
る
事
務
事
業
は
民
間
に

任
せ
、
職
員
派
遣
は
区
職
員
で
な

け
れ
ば
で
き
な
い
業
務
だ
け
に
絞

り
、
最
小
限
と
す
べ
き
。

答
公
社
が
行
う
事
務
事
業
を
し

っ
か
り
と
検
証
し
、
不
断
の
見
直

し
を
図
る
。

安
心
・
安
全
な
移
動
教
室
に

問
移
動
教
室
中
の
食
事
メ
ニ
ュ

ー
の
事
前
公
開
や
産
地
公
表
、
放

射
性
物
質
の
全
量
検
査
実
施
を
。

答
事
前
公
開
は
可
能
。
産
地
は

で
き
る
限
り
公
表
。
順
次
全
量
検

査
を
実
施
す
る
方
向
で
調
整
中
。

将
来
を
見
据
え
た
財
政
運
営
を

問
景
気
変
動
に
よ
る
歳
入
の
減
、

本
庁
舎
南
館
を
は
じ
め
と
す
る
大

型
公
共
施
設
の
建
設
に
伴
う
歳
出

の
増
は
、
区
の
基
金
を
減
少
さ
せ
、

将
来
の
財
政
運
営
に
懸
念
を
与
え

て
い
る
。
聖
域
な
き
歳
出
の
見
直

し
を
行
う
覚
悟
が
必
要
で
あ
る
。

答
基
金
の
減
少
に
は
危
機
感
を

持
っ
て
い
る
。
経
営
革
新
計
画
に

基
づ
き
、
す
べ
て
の
事
務
事
業
の

見
直
し
を
行
っ
て
い
く
。

学
校
統
廃
合
の
方
針
を
問
う

問
教
育
委
員
会
は
、
児
童
数
が

減
少
し
た
大
山
小
学
校
の
将
来
を

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

答
関
係
者
が
参
加
す
る
協
議
会

を
設
置
し
、
望
ま
し
い
教
育
環
境

が
整
え
ら
れ
る
よ
う
に
協
議
会
の

合
意
形
成
に
努
め
る
。

区
の
財
産
管
理
を
問
う

問
舟
渡
斎
場
の
施
設
は
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
に
無
償
で
貸
与
し
て
い
る
。

葬
祭
の
利
用
が
多
く
、
多
額
の
利

用
料
金
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
収

益
が
あ
る
な
ら
ば
、
区
が
直
接
運

営
し
て
財
政
に
貢
献
す
べ
き
で
は
。

答
苦
情
な
ど
も
な
く
、
今
ま
で

検
討
を
し
て
こ
な
か
っ
た
。
今
後

は
運
営
方
法
を
検
討
の
上
、
貸
付

け
の
有
償
、
無
償
を
検
討
す
る
。

地
域
リ
ビ
ン
グ
の
設
置
を

問
区
財
政
を
改
善
し
、
住
民
の

力
を
活
か
す
場
、
困
っ
た
と
き
に

身
近
に
行
け
る
場
と
し
て
検
討
を
。

答
高
齢
者
の
生
き
が
い
を
支
え

る
場
の
重
要
性
は
、
深
く
認
識
し

て
い
る
。
検
討
し
て
い
く
。

坂
本
あ
ず
ま
お

（
自
民
党
）

２２４４年年度度予予算算にに対対すするる
総総括括質質問問（（要要旨旨））
（答弁者は各担当部長）

川

口

雅

敏

（
自
民
党
）

天

野

久

（
自
民
党
）

か
い
べ
と
も
子

（
公
明
党
）

大
田
ひ
ろ
し

（
公
明
党
）

小

林

公

彦

（
公
明
党
）

い
わ
い
桐
子

（
共
産
党
）

小
林
お
と
み

（
共
産
党
）

す
え
よ
し
不
二
夫

（
民
主
党
）

お
な
だ
か
勝

（
民
主
党
）

長

瀬

達

也

（
合
同
ク
ラ
ブ
）

高

橋

正

憲

（
合
同
ク
ラ
ブ
）

松

島

道

昌

（
み
ん
な
の
党
）

五
十
嵐
や
す
子

（
生
活
者
ネ
ッ
ト
）

井

上

温

子

（
無
所
属
）

第１６０号い た ば し 区 議 会 だ よ り（３）平成２４年（２０１２年）４月２９日


